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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
要
綱

（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

第
一

総
務
省
関
係
（
第
一
章
関
係
）

一

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

地
縁
に
よ
る
団
体
は
、
不
動
産
等
の
保
有
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
的
な
共
同
活
動
を
円
滑
に
行
う
た
め
市
町
村

長
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

地
方
公
共
団
体
が
指
定
し
た
郵
便
局
に
お
い
て
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
と
し
て
、
転
出
届
の
受
付
及
び
転

出
証
明
書
の
引
渡
し
並
び
に
印
鑑
登
録
の
廃
止
申
請
の
受
付
の
事
務
を
追
加
す
る
こ
と
。

第
二

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
二
章
関
係
）

一

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
（
第
三
条
関
係
）

市
町
村
は
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
に
係
る
利
用
定
員
に
関

す
る
基
準
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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第
三

農
林
水
産
省
関
係
（
第
三
章
関
係
）

一

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
及
び
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
の
一
部
改
正
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

１

都
道
府
県
は
、
沿
岸
漁
業
従
事
者
等
に
対
す
る
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
融
資
機
関
に
対
し
、

当
該
業
務
に
必
要
な
資
金
の
全
部
を
貸
し
付
け
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

２

漁
業
信
用
基
金
協
会
は
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
の
会
員
た
る
中
小
漁
業
者
等
が
、
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
る
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
を
融
資
機
関
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
融
資
機

関
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
）

第
四

国
土
交
通
省
関
係
（
第
四
章
関
係
）

一

建
築
士
法
の
一
部
改
正
（
第
六
条
関
係
）

１

一
級
建
築
士
の
免
許
等
に
関
す
る
書
類
の
提
出
等
及
び
一
級
建
築
士
免
許
証
の
交
付
等
に
関
す
る
書
類
の
交
付
並
び

に
一
級
建
築
士
試
験
の
受
験
の
申
込
み
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
経
由
事
務
を
廃
止
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

二

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
改
正
（
第
七
条
関
係
）
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二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
て
宅
地
建
物
取
引
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
等
の
国
土
交
通
大
臣

へ
の
免
許
申
請
等
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
経
由
事
務
を
廃
止
す
る
こ
と
。

三

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
八
条
関
係
）

１

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
て
不
動
産
鑑
定
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
等
の
国
土
交
通
大
臣

へ
の
登
録
申
請
等
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
経
由
事
務
を
廃
止
す
る
こ
と
。

２

都
道
府
県
知
事
が
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
不
動
産
鑑
定
業
者
に
関
す
る
不
動
産
鑑
定
業
者
登
録
簿
等
の
写

し
を
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
義
務
付
け
を
廃
止
す
る
こ
と
。

３

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

四

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
の
一
部
改
正
（
第
九
条
関
係
）

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
て
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
等
の
国
土
交

通
大
臣
へ
の
許
可
申
請
等
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
経
由
事
務
を
廃
止
す
る
こ
と
。

第
五

そ
の
他
（
附
則
関
係
）

一

こ
の
法
律
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
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こ
と
。

１

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等

公
布
の
日
か
ら
施
行

２

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
等

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行

３

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
の
一
部
改
正
等

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

４

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を

図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
公
布
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布

の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行

５

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
改
正
等

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行

二

所
要
の
調
整
規
定
を
規
定
す
る
こ
と
。

三

所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
。

四

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


